
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アルプス市景観計画景観形成基準の一部改正について 

（変更箇所抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○届出の必要な行為 

 

 景観計画区域内（南アルプス市全域）において、次の行為を行う場合、あらかじめ定められた

景観形成地域の区分により南アルプス市長に届出が必要です。また、届出した内容を変更する場

合にも同様に変更の届出が必要です。（景観法では、届出が受理された日から 30 日経過しなけ

れば当該行為に着手することができません。） 

 

■ 景観形成地域の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○建築物等の届出行為 

①田園居住地域[原方・田方・まち] 

【届出の必要な行為の概要】 

行為の種類 届出の対象＊１ 

建築物 
・建築物の新築、改築、増築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更 

高さ 13ｍ又は延床面積 1,000 ㎡を超えるもの（改築、増築後
に高さ 13ｍ又は延床面積 1,000 ㎡を超えるのを含む） 

工作物 
・工作物の新築、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（屋外広告物は除く） 

垣（生垣を除く）、柵、塀等 高さ 3ｍを超えるもの 

煙突、記念塔、金属柱、高架
水槽、彫像の類 

高さ 13ｍを超えるもの 

遊技施設、製造プラント、貯
蔵施設、処理施設の類 

高さ 13ｍ又は築造面積 1,000
㎡を超えるもの（改築、増築後に
高さ 13ｍ又は築造面積 1,000
㎡を超えるのを含む） 

電線類、電柱、鉄塔、アンテ
ナの類＊２ 

高さ 20ｍを超えるもの 

太陽光発電設備その他再生可
能エネルギー発電設備の類 

高さ１３ｍ又はパネル面積 
１０㎡を超えるもの 

開発行為 
・都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第 4 条第 12 項に規定
する開発行為（その他政令で定め
る行為を含む） 

建築計画戸数 3 戸以上の賃貸住宅（当該住宅のうち集合住宅に
あっては、賃貸する戸数が 3 戸以上の住宅をいう。） 
建築計画戸数 3 戸以上の建売分譲 
開発区画数 3 区画以上の宅地分譲 
開発区域の面積が 1,000m2 以上の店舗、工場、倉庫等事業系
の開発行為 
高さ５ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

木竹の伐採 面積 1,000 ㎡を超える伐採 

土石の採取 
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の
掘採 

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの 
高さ 5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

土地の形質の変更 
・土地の区画・形質の変更 

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの 
高さ 5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資
源、その他物件の堆積 
・堆積期間が 90 日を超えるもの 

高さ 5ｍ又は面積 1,000 ㎡を超えるもの 

水面の埋め立て又は干拓 
行為面積 3,000 ㎡を超えるもの 
高さ 5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

 

＊１他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるものは、重複
して届出が必要とならないように配慮します。 

＊２電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類：景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地
区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。 

 
 
 



【届出が不要な行為について】 
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為 

●建築物 

・当該行為後の高さが13ｍ以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が1,000㎡以下のもの 

●建築物、工作物等 

・外観の変更を伴わない改築 

・面積が10㎡以下の外観の変更 

・太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場 

合でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部 

が屋上床面から３ｍ以下のもの 

●土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積 

・農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積 

・森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積 

・用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積 

・堆積の期間が90日を超えないもの 

②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③国、地方公共団体の行う行為（届出対象行為に関しては事前協議が必要） 

④地中又は水面下における行為 

⑤法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑥既着手行為（平成2８年２月3日までに着手している行為） 



②里山地域[根方] 

【届出の必要な行為の概要】 

行為の種類 届出の対象＊１ 

建築物 
・建築物の新築、改築、増築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更 

高さ 10ｍ又は延床面積 250 ㎡を超えるもの（改築、増築後に
高さ 10ｍ又は延床面積 250 ㎡を超えるのを含む） 

工作物 
・工作物の新築、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（屋外広告物は除く） 

垣（生垣を除く）、柵、塀等 高さ 1.5ｍを超えるもの 

煙突、記念塔、金属柱、高架
水槽、彫像の類 

高さ 10ｍを超えるもの 

遊技施設、製造プラント、貯
蔵施設、処理施設の類 

高さ 10ｍ又は築造面積 250 ㎡
を超えるもの（改築、増築後に高
さ 10ｍ又は築造面積 250 ㎡を
超えるのを含む） 

電線類、電柱、鉄塔、アンテ
ナの類＊２ 

高さ 15ｍを超えるもの 

太陽光発電設備その他再生可
能エネルギー発電設備の類 

高さ１０ｍ又はパネル面積 
１０㎡を超えるもの 

開発行為 
・都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第 4 条第 12 項に規定
する開発行為（その他政令で定め
る行為を含む） 

開発区域の面積が 500 ㎡を超えるもの 
高さ 3ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

木竹の伐採 面積 1,000 ㎡を超える伐採 

土石の採取 
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の
掘採 

行為面積が 500 ㎡を超えるもの 
高さ 3ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

土地の形質の変更 
・土地の区画・形質の変更 

行為面積が 500 ㎡を超えるもの 
高さ 3ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資
源、その他物件の堆積 
・堆積期間が 90 日を超えるもの 

高さ 3ｍ又は面積 500 ㎡を超えるもの 

水面の埋め立て又は干拓 
行為面積 1,000 ㎡を超えるもの 
高さ 3ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

 

＊１他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるものは、重複
して届出が必要とならないように配慮します。 

＊２電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類：景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地
区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。 

 

 

 

 



【届出が不要な行為について】 
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為 

●建築物 

・当該行為後の高さが10ｍ以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が250㎡以下のもの 

●建築物、工作物等 

・外観の変更を伴わない改築 

・面積が10㎡以下の外観の変更 

・太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場合 

 でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部が屋 

上床面から３ｍ以下のもの 

●土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積 

・農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積 

・森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積 

・用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積 

・堆積の期間が90日を超えないもの 

②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③国、地方公共団体の行う行為（届出対象行為に関しては事前協議が必要） 

④地中又は水面下における行為 

⑤法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑥既着手行為（平成2８年２月3日までに着手している行為） 



③山岳・山間地域[山方] 

【届出の必要な行為の概要】 

行為の種類 届出の対象＊１ 

建築物 
・建築物の新築、改築、増築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更 

高さ 10ｍ又は延床面積 150 ㎡を超えるもの（改築、増築後
に高さ 10ｍ又は延床面積 150 ㎡を超えるのを含む） 

工作物 
・工作物の新築、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（屋外広告物は除く） 

垣（生垣を除く）、柵、塀等 高さ 1.5ｍを超えるもの 

煙突、記念塔、金属柱、高架
水槽、彫像の類 

高さ 5ｍを超えるもの 

遊技施設、製造プラント、貯
蔵施設、処理施設の類 

高さ 5ｍ又は築造面積 150
㎡を超えるもの（改築、増築
後に高さ 5ｍ又は築造面積
150 ㎡を超えるのを含む） 

電線類、電柱、鉄塔、アンテ
ナの類＊２ 

高さ 15ｍを超えるもの 

太陽光発電設備その他再生可
能エネルギー発電設備の類 

高さ５m 又はパネル面積 
１０㎡を超えるもの 

開発行為 
・都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第 4 条第 12 項に規定
する開発行為（その他政令で定め
る行為を含む） 

開発区域の面積が 300 ㎡を超えるもの 
高さ 1.5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

木竹の伐採 面積 1,000 ㎡を超える伐採 

土石の採取 
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の
掘採 

行為面積が 300 ㎡を超えるもの 
高さ 1.5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

土地の形質の変更 
・土地の区画・形質の変更 

行為面積が 300 ㎡を超えるもの 
高さ 1.5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資
源、その他物件の堆積 
・堆積期間が 90 日を超えるもの 

高さ 1.5ｍ又は面積 100 ㎡を超えるもの 

水面の埋め立て又は干拓 
行為面積 500 ㎡を超えるもの 
高さ 1.5ｍを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

 

＊１他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるも
のは、重複して届出が必要とならないように配慮します。 

＊２電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類：景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重
要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準につい
て検討します。 

 

 

 



【届出が不要な行為について】 
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為 

●建築物 

・当該行為後の高さが10ｍ以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が150㎡以下のもの 

●建築物、工作物等 

・外観の変更を伴わない改築 

・面積が10㎡以下の外観の変更 

・太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場 

 合でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部 

が屋上床面から３ｍ以下のもの 

●土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積 

・農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積 

・森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積 

・用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積 

・堆積の期間が90日を超えないもの 

②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③国、地方公共団体の行う行為（届出対象行為に関しては事前協議が必要） 

④地中又は水面下における行為 

⑤法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑥既着手行為（平成2８年２月3日までに着手している行為） 



○行為別建築物等の景観形成基準 

「建築物等の行為に関する基本的方針」に基づき、行為別にみた建築物等の景観形成基準

(行為の制限に関する事項)を次のとおり定めます。 

①建築物  

【届出対象行為】：建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

項 目 景観形成基準 

外観全般 

●周辺の景観との調和に配慮した配置及び外観とすること。 
●景観形成推進ゾーンなど、景観形成上重要なところについては、主要な眺望場所か
らの眺望を著しく妨げることのないよう特に配慮すること。 

●櫛形山、雨鳴山、飯丘山など、山稜の近傍にあっては、稜線（スカイライン）を乱
さないよう、尾根からできるだけ低い配置及び規模とすること。 

●行為地の周辺に山林等樹木が多くある場合は、できる限り周辺の樹木の高さ以内に
とどめること。 

●行為地がまとまりのある農地、歴史的まちなみや集落、文化財、地域のシンボル等の
景観資源に近接する場合は、その保全に配慮した配置及び外観とすること。 

●歴史的まちなみや落ち着いた雰囲気を醸し出している集落地、道路景観の整っている
地域にあっては、隣地や周辺との連続性に配慮した配置・外観とすること。 

●道路、公園等の公共の場所に接する部分は、歩行者や利用者等への景観的な影響に
配慮した配置・外観とすること。 

屋 根 

●屋根は原則として勾配屋根とし、周辺のまちなみに配慮し、周辺と調和する形態、
素材、色彩を用いること。 

●勾配屋根等、屋根形状が整ったまちなみでは、それらとの調和を図ること。 
●色彩は、原色等の突出した色彩を用いないこと。 

外 壁 
●外壁のデザイン、素材、色彩は、周囲との調和に配慮すること。 
●大規模な建築物の外壁は、壁面形状に凹凸をつけたり、色面の変化、柱の配置、飾
り目地などの分節的デザインを施すなどの工夫をすること。 

建築設備等 

●外壁又は屋上に設ける設備は、露出させないようにし、建築物本体及び周辺の景観
との調和を図ること。やむを得ず露出する場合は、できるだけ壁面と同質の仕上げ
を施し、目立たないようにすること。 

●屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、繁雑にならないように建築物本体との調和
を図ること。 

●建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮すること。 
●屋外駐車場は、できる限り出入口を限定するとともに、生け垣、塀、柵等を設け、
安全上支障のない範囲で道路から直接見通せないよう配慮すること。 

●建築物に付属する駐車場・駐輪場は、建築物と調和した意匠とすること。 
●ごみ置き場等は、建築物の内部に組み込むか、外部に設置する場合は、建築物と同
一素材の壁、生け垣等で遮へいすること。 

●室外機及びバルコニーの物干し金物の位置を工夫すること。 
●集合住宅などにおけるアンテナ類は、共同化するよう努めること。 

色 彩 

●屋根、外壁等の色彩は、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮す
ること。 

●アクセント色の使用等に際しては、使用する色彩相互の調和、使用する量のバラン
スに工夫すること。また、小面積のアクセントカラーの場合は除外する。 

●歴史的施設（寺社）等で、色彩に重要な意味を持つもので、この範囲外の色彩を使
用する場合は、景観審議会で審査する。 

（次ページに続く） 



（前ページの続き） 

項 目 景観形成基準 

色 彩 

 

田園居住地域〔原方・田方・まち〕 

色  相 明 度 彩 度 その他の事項 

外壁 

０Ｒ～４ＹＲ ８以下 ４以下 

自然素材（漆喰、木材、

石材等）には適用しな

い。 

５ＹＲ～４Ｙ ８以下 ６以下 

５Ｙ～１０ＲＰ ８以下 ２以下 

Ｎ（無彩色） ８以下 
 

屋根 

０ＹＲ～１０Ｙ ４以下 ２以下 

Ｎ（無彩色） ４以下   

上記以外の色相 使用しない 

 

里山地域〔根方〕及び山岳・山間地域〔山方〕 

色  相 明 度 彩 度 その他の事項 

外壁 

０Ｒ～５Ｙ ７以下 ４以下 

自然素材（漆喰、木材、

石材等）には適用しな

い。 

上記以外の色相 ６以下 １以下 

Ｎ（無彩色） ７以下   

屋根 

０ＹＲ～１０Ｙ ４以下 ２以下 

Ｎ（無彩色） ４以下   

上記以外の色相 使用しない 
 

素 材 

●周辺の景観との調和に配慮した素材を使用すること。 
●地場産材等、できる限り地域の特性を特徴づける素材の活用に配慮すること。 

●歴史的まちなみや集落、文化財等に近接する地域では、歴史的まちなみや集落、文

化財等に使用されている伝統的素材やそれと同質の素材をできる限り使用するこ

と。 

垣・柵＊など 

●建築物の敷地に塀や垣などを設ける場合は、できる限り生け垣又は、自然素材を用

いた垣柵とすること。 

●これによらない場合は、周辺の景観及び建築物等に調和したものとし、可能な限り

柵・塀の前面の緑化に努めること。 

敷地の緑化 

●行為地内においては、できる限り多くの部分を緑化すること。なお、植栽にあたっ

ては、できる限り周辺の樹木と調和のとれた樹種を選定し、樹木の配置や樹種の構

成を工夫すること。 

●行為地に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植によっ

て修景に生かすこと。 

夜間照明 
●夜間の屋外照明は、過剰な電飾など、光が周囲に散乱しないようにし、周辺の状況

に応じた適切な照明方法等を工夫すること。 

注）＊ここで言う垣・柵は、田園居住地域においては３ｍ以下、その他の地域においては1.5ｍ以下のも

のです。これを超えるものは工作物としての届出が必要です。 

 



②工作物 

【届出対象行為】：工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替え又は色彩の変更（屋外広告物は除く） 

項 目 景観形成基準 

位 置 

●行為地が、南アルプス市景観計画で定めている景観形成推進ゾーン及び景観形成上

重要な地域や場所については、主要な眺望場所からの眺望を著しく妨げることのな

いよう特に務めること。 

●行為地が景観重要公共施設に位置づけられた道路、河川等に接する場合は、できる

限り当該施設等から後退した位置とすること。 

●行為地が山稜の近傍にある場合は、稜線を乱さないよう、できる限り尾根から低い

位置とすること。 

●太陽光発電設備において、主要な眺望点や主要な道路等から見える景観を阻害しな

いように、設置する。また、やむを得ず景観を阻害する又はおそれのある場合は、

土地の境界線よりできるだけ後退し、植栽等で目隠しを行うなど修景し、周囲の景

観と調和させること。 

●太陽光発電設備の周囲については、フェンス等での安全対策を行い、周囲の景観に

調和させること。また、歩行者及び周囲の景観に著しく影響のあるものは、敷地境

界からできるだけ後退し、植栽等で目隠しを行うなど修景し、周囲の景観と調和さ

せること。 

●パネル面積が１００㎡以上の場合で、道路や眺望点、周囲の住宅からパネル面が見

える場合は、土地の境界線より２ｍ以上後退し、境界部分を植栽等によって目隠し

修景を施し、周囲の景観と調和させること。 

●太陽光発電設備が盆地・主要道路・眺望点から見える山地丘陵の斜面、尾根線への

設置は避ける。やむを得ず設置する場合は、高木植栽等でパネル面が見えないよう

に遮蔽する、地形に合わせてパネル面を分割する等景観への影響を軽減させる措置

を行う。また、事前にその措置が有効であることを構想写真を作成して周辺住民お

よび土地所有者の理解を得ること。 

●太陽光発電設備の最上部は、できるだけ低くし、周囲の景観から突出しないように

すること。 

●太陽光発電設備が起因により周囲に影響が予見される場合又は、影響が認められた

場合は速やかに対応するとともに原状回復を行うこと。また、定期的に管理を行い

良好な状態を維持するものとする。 

意匠・色彩 

・素材 

●意匠については、周辺の景観との調和に配慮し、全体としてまとまりのある意匠を

工夫すること。 

●色彩は、落ちついた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮すること。 

●太陽光発電設備の基礎は、既製品及び現場作成とし、仮設資材による基礎は使用し

ない。また、１０ＹＲ２／１に着色を行うものとする。ただし、自然素材は除くも

のとする。 

●太陽光発電モジュール（パネル）は、黒色又は濃紺色若しくは低明度かつ低彩度の

ものとする。 

（次ページに続く） 



（前ページの続き） 

項 目 景観形成基準 

意匠・色彩 

・素材 

●太陽光発電モジュール（パネル）は、低反射で模様の目立たない素材のものを使用

するものとする。 

●太陽光発電モジュール（パネル）のフレームは、モジュール部分と同等の色彩のも

のとし、低反射で周囲の景観と調和するものとする。 

●太陽光発電モジュール（パネル）及びパワーコンディショナーを除く施設に使用す

る色彩は、ダークブラウン（１０ＹＲ２／１）、ライトブラウン（１０ＹＲ４／１）、

グレーベージュ（１０ＹＲ６／１）、ダークグレー（１０ＹＲ３／０．２）を推奨

色とし、背景の状況に応じて目立たない色を選択する。 

  ※「南アルプス市景観まちづくり条例に基づく工作物(移動通信用鉄塔)等の 

   景観形成基準の運用について」及び「景観に配慮した防護柵の整備ガイド 

ライン」（平成１６年３月／国土交通省道路局）を準用する。 

意匠・色彩 

・素材 

●パワーコンディショナー、分電盤などの付帯設備についても周囲の景観と調和する

ものを使用すること。 

●太陽光パネルからの反射光により、周囲に影響を与えないものとする。なお、影響

が予見される場合又は、影響が認められた場合は速やかに対応するとともに原状回

復を行うこと。 

●太陽光パネルの面積が１０００㎡以上のものについては、構想写真を作成し景観へ

の影響が無いことを確認したうえで、事前に周辺住民及び土地所有者の理解を得る

こと。 

敷地の緑化 

●敷地内はできる限り緑化するとともに、敷地の境界を囲う場合には、生け垣等の植

栽に努めること。 

●樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合には、できる限り保存又は移植によっ

て修景に生かすよう配慮すること。 

●敷地内の樹木及び草木等については、定期的に管理を行い周囲に影響を与えないも

のとし、良好な状態を維持するものとする。 

屋外照明 ●屋外照明は過剰な光量とならないよう配慮すること。 

付属施設 

●太陽光発電設備を囲むためのフェンスについては、周囲の景観と調和する色彩のも

のを使用すること。 

●太陽光発電施設の設置に伴い新たに電柱・電線を設置する場合は、電柱・電線が周

囲の景観に影響を与えないよう道路沿道から離し、眺望景観を妨げない位置・高さ

とし色彩は周囲の景観に調和させること。 

●周囲の景観と調和する色彩については、「南アルプス市景観まちづくり条例に基づ

く工作物（移動通信用鉄塔）等の景観形成基準の運用について」及び「景観に配慮

した防護柵の整備ガイドライン」（平成１６年３月／国土交通省道路局）を準用す

る。 

●付属施設については、破損及び欠損等により周囲に影響が予見される場合又は、影

響が認められた場合は速やかに対応するとともに現状回復を行うこと。また、定期

的に管理を行い、良好な状態を維持するものとする。 

 



注）＊電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類は、景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上

重要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準につい

て検討します。 

 

③開発行為 

【届出対象行為】：都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第 12 項＊に規定する開発

行為（その他政令で定める行為を含む） 

項 目 景観形成基準 

変更後の形状 

●長大な法面又は擁壁を要しないよう配慮すること。ただし、やむを得ない場合には、

次のことを工夫すること。 

●法面は、緑化可能な勾配とすること。 

●擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とすること。 

●行為終了後においては、土地の不整形な分割又は細分化は避けること。 

樹木の保存・緑化 

●行為地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植によ

って修景に生かすこと。 

●行為をした箇所から速やかに自然植生と調和した緑化等により修景を行うこと。 

遮へい 
●敷地外からの出入口は、できる限り限定すること。 

●敷地周辺の緑化等により周囲の道路や河川等からの遮へい措置を講じること。 

注）＊都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第12項：開発行為に関する定義 

 

④木竹の伐採 

【届出対象行為】：土地の用途変更を目的とした伐採 

項 目 景観形成基準 

伐採の方法 

●樹木の保全・育成を基本として、周辺の森林や農地などの景観を損なわない

よう、目的に応じて必要最小限の伐採とすること。 

●既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、まとまりをも

たせて残すよう努めること。 

●道路及び林地と接する樹木は、できるだけ残すこと。 

●伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置（植栽等）の実施に努める

こと。 

 

⑤土石の採取 

【届出対象行為】：土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 

項 目 景観形成基準 

事後の措置 

●土石の採取又は鉱物の掘採の場所が道路等の公共の場所から目立ちにくいよう、採

取又は掘採の位置、方法を工夫すること。 

●採取又は掘採後の跡地は、周辺の植生と調和した緑化を図ること。 

その他 
●良好な眺望場所及び道路や河川等から掘採又は採取の場所ができる限り見えない

よう、掘採又は採取の方法を工夫すること。 

 



⑥土地の形質の変更 

【届出対象行為】：土地の区画・形質の変更 

項 目 景観形成基準 

変更後の形状 

●できる限り現況の地形を生かし、長大な法面又は擁壁を要しないよう配慮するこ

と。ただし、やむを得ない場合には、次のことを工夫すること。 

●法面はできる限り緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した緑化を図ること。 

●擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とすること。 

緑 化 ●行為をした箇所から速やかに自然植生と調和した緑化等により修景を行うこと。 

 

⑦屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 

【届出対象行為】：堆積期間が 90 日を超えるもの 

項 目 景観形成基準 

堆積の方法 

●できる限り道路、公園等の公共の場所から目立ちにくい位置及び規模とすること。 

●良好な眺望場所や道路および河川等からできる限り見えない方法を工夫するこ

と。 

●適切な集積又は貯蔵に努めること。 

●積み上げに際しては、高さをできるだけ低くするとともに、整然とした集積又は

貯蔵とすること。 

遮へい 

●敷地外からの出入口は、できる限り限定すること。 

●できる限り道路、公園等の公共の場所から見えないよう、周辺の景観との調和に

配慮した植栽又は塀等で遮へいすること。 

 

⑧水面の埋立又は干拓 

項 目 景観形成基準 

変更後の形状 
●河川やため池等の水面の埋立にあたって、護岸、堤防等は、周辺の景観と調和す

るよう形態、素材等を工夫すること。 

 


